
 

パブリック・コメント等の実施結果について 

「公共施設再配置の基本方針（案）」「公共施設再配置の基本方針（案）」「公共施設再配置の基本方針（案）」「公共施設再配置の基本方針（案）」    

 

 本市では、本市では、本市では、本市では、将来にわたり将来にわたり将来にわたり将来にわたり良好な市民サービスを維持し、健全な行財政運営を持続良好な市民サービスを維持し、健全な行財政運営を持続良好な市民サービスを維持し、健全な行財政運営を持続良好な市民サービスを維持し、健全な行財政運営を持続

できるよう、今後の公共施設のあり方などを示す公共施設再配置計画の策定を進めできるよう、今後の公共施設のあり方などを示す公共施設再配置計画の策定を進めできるよう、今後の公共施設のあり方などを示す公共施設再配置計画の策定を進めできるよう、今後の公共施設のあり方などを示す公共施設再配置計画の策定を進め

ております。ております。ております。ております。    

    今回今回今回今回、この計画の、この計画の、この計画の、この計画の中心的な考え方中心的な考え方中心的な考え方中心的な考え方となる「公共施設再配置の基本方針（案）」にとなる「公共施設再配置の基本方針（案）」にとなる「公共施設再配置の基本方針（案）」にとなる「公共施設再配置の基本方針（案）」に

ついてのついてのついてのついてのパブリック・コメントパブリック・コメントパブリック・コメントパブリック・コメント等を実施いたしましたところ、等を実施いたしましたところ、等を実施いたしましたところ、等を実施いたしましたところ、多くの多くの多くの多くの皆様から皆様から皆様から皆様からご意ご意ご意ご意

見をいただきました。見をいただきました。見をいただきました。見をいただきました。    

ご協力いただいたご協力いただいたご協力いただいたご協力いただいた皆様皆様皆様皆様にお礼を申し上げますとともに、にお礼を申し上げますとともに、にお礼を申し上げますとともに、にお礼を申し上げますとともに、ご意見にご意見にご意見にご意見に市の考え市の考え市の考え市の考えを添えを添えを添えを添え

てててて公表公表公表公表をさせていただきますをさせていただきますをさせていただきますをさせていただきます。。。。    

 

《公表するご意見等の概要》 

 １ パブリック・コメント           

  ・実施期間  平成 25 年 11 月 15 日 ～ 平成 26 年 1 月 10 日 

  ・お寄せいただいたご意見  ７人 １８件（資料１のとおり） 

 

 ２ 周南市行政改革審議会 

  ・開催日時  平成 25 年 12 月 10 日 

  ・お寄せいただいたご意見  ５人 ５件（資料２のとおり） 

 

 ３ 市長と語ろう！もやいミーティング     

  ・開催日時  平成 25 年 11 月 21 日 ～12 月 26 日（市内 20 会場） 

  ・お寄せいただいたご意見  ４人 ４件（資料３のとおり） 

   ※上記の意見は、「公共施設再配置の基本方針（案）」に対する内容のみを 

    抽出しており、その他の公共施設に関する要望等については、本市政策企

画課ホームページの『「市長と語ろう！もやいミーティング」について』

のページの会議録で公表しております。 

 

お問合せ：周南市 行政改革推進室 

   電話 （0834）22-8202  Fax（0834）22-8475  

  電子メール gyokaku@city.shunan.lg.jp 


